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平成３０年６月城南衛生管理組合議会廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委員会 

 

開催日時    平成３０年６月６日（水）午後２時 

開催場所    城南衛生管理組合本庁管理棟２階大会議室 

 

出席委員（１１人） 

委 員 長   丸山 久志（井手町） 

副委員長   一瀬 裕子（城陽市） 

委  員   亀田 優子（八幡市） 

委  員   田島 祥充（八幡市） 

委  員   藤本 英樹（宇治田原町） 

委  員   熊谷佐和美（城陽市） 

委  員   信貴 惠太（久御山町） 

委  員   秋月 新治（宇治市） 

委  員   池田 輝彦（宇治市） 

委  員   岡本 里美（宇治市） 

委  員   渡辺 俊三（宇治市） 

議  長   真田 敦史（オブザーバー） 

 

説明のため出席した者 

専任副管理者  竹内 啓雄 

事業部長    野田 浩靖 

施設部長    栗山 淳彦 

安全推進室長  越智 広志 

事業部理事   杉崎 雅俊 

施設部次長   福西  博 

総務課長    橋本 哲也 

クリーンパーク折居 

担当課長    田中 真宏 

クリーンパーク折居 

所長補佐    清水 信宏 

クリーンパーク折居 

管理係長    長野満佐志 

事務局 

議会事務局長  木下  敦 

 

１ 議  題 

１ クリーンパーク折居の稼働状況等について 

 

午後１時５７分開会 
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○丸山久志委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 廃棄物処理（ごみ・し尿）常任委員会委員長に選出されました、井手町議会選出の丸

山久志でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、理事者からのご挨拶の申し入れがありますので、お受けしたいと思います。 

 竹内専任副管理者。 

 

○竹内啓雄専任副管理者 本日、廃棄物（ごみ・し尿）処理常任委員会が開催されまし

たところ、委員各位におかれましては、大変お忙しい中、ご参集賜わりまして厚くお礼

を申し上げます。真田議長におかれましては、ご多忙の中、臨席賜りましてありがとう

ございます。 

 また、去る４月２１日に開催いたしましたクリーンパーク折居竣工式には、ご多忙の

中ご出席いただきましてありがとうございます。ご来賓はじめ７５名の出席のもと、盛

大に式典を挙行できましたことに重ねてお礼を申し上げます。 

 まず、ご報告に先立ちまして、本年度最初に開催されます委員会でありますので、本

日出席しております幹部職員についてご紹介させていただきます。 

 私、専任副管理者の竹内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 野田事業部長でございます。 

 

○野田浩靖事業部長 野田でございます。よろしくお願いします。 

 

○竹内啓雄専任副管理者 栗山施設部長でございます。 

 

○栗山淳彦施設部長 よろしくお願いします。 

 

○竹内啓雄専任副管理者 越智安全推進室長でございます。 

 

○越智広志安全推進室長 よろしくお願いいたします。 

 

○竹内啓雄専任副管理者 後ろへ参りまして、杉崎事業部理事でございます。 

 

○杉崎雅俊事業部理事 よろしくお願いします。 

 

○竹内啓雄専任副管理者 福西施設部次長、クリーンパーク折居所長事務取扱でござい

ます。 

 

○福西 博施設部次長 よろしくお願い申し上げます。 

 

○竹内啓雄専任副管理者 田中クリーンパーク折居担当課長でございます。 
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○田中真宏クリーンパーク折居担当課長 よろしくお願いします。 

 

○竹内啓雄専任副管理者 総務課と財政課とを統合いたしました。橋本総務課長でござ

います。 

 

○橋本哲也総務課長 よろしくお願いします。 

 

○竹内啓雄専任副管理者 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 さて、本日ご報告をいたしたく存じておりますのは、クリーンパーク折居について、

４月１日から本格稼働しておりますので、その稼働状況等についてでございます。 

 それでは、配付させていただいております委員会資料に沿って、担当よりご報告を申

し上げますので、委員各位のご指導、ご意見を賜りますようお願い申し上げまして、開

会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○丸山久志委員長 ありがとうございました。 

 それでは、クリーンパーク折居の稼働状況等について説明を求めます。 

 福西次長。 

 

○福西 博施設部次長 それでは、お手元の資料に基づき、クリーンパーク折居の稼働

状況についてご説明申し上げます。 

 それでは、まず、１ページ目をご覧ください。 

 １番目として、クリーンパーク折居の稼働状況を記載しております。クリーンパーク

折居は、平成３０年４月１日から本格稼働を開始しております。 

 （１）の運営体制をご覧ください。 

 城南衛生管理組合は、職員のほか嘱託職員も合わせて９名で構成しております。管理

係は運営モニタリング、整備係は旧工場解体・跡地整備を担当しております。 

 城南環境テクノロジー株式会社は、工場運転に必要な有資格者も含め２６名で構成し

ております。地元雇用率は、現在２６人中１２名で４６％であり、今後２６人中２２名

を採用し、地元雇用率８４％以上を目指す予定としております。 

 次に、１ページ中段より下をご覧ください。（２）として、５月２０日までの維持管

理状況を記載しております。 

 ①の搬入・処理計画量は年間３万９００トンであり、現在まで計画どおり処理できて

おります。②の発電では、太陽光発電も含め売電量は組合の収入としており、４月では、

概算ですが約７４０万の収入が見込まれております。 

 次に、ページをめくっていただきまして、２ページ上段に（３）運転状況として排ガ

ス状況を記載しております。 

 ごみ焼却運転をする上で一番重要な排ガス状況ですが、ここでは、環境計量士が行う、

法に定められました測定方法で測定した結果を記載しております。一番右端に記載して

おります管理値でありますが、大気汚染防止法の排出基準よりもさらに厳しい運転管理
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上の基準値を定めているものであり、どの測定数値もこの管理値を下回っております。 

 また、日常リアルタイムで監視しております排ガス状況につきましては、組合ホーム

ページで確認していただけます。 

 ここで１点報告させていただきたいことがございます。お手元にお配りしましたパン

フレットをちょっとご覧いただきたいと思います。 

 パンフレットを開いていただきまして、右下に法令の排ガス基準値が書かれていると

思うんですけども。排ガス計画値が記載されておりますが、表の一番上のばいじんの法

規制についてご報告させていただきます。 

 法規制値が０.０４ｇ／㎥Ｎと記載しておりますが、当組合の守るべき基準は、一番

右に書いておりますが、管理基準値が０.０１でございます。法的な基準値ですが、正

しくは０.０４に対して０.０８ｇ／㎥Ｎということでありましたので、訂正させていた

だきたいと考えております。 

 なぜこの数字になったかといいますと、法規制値は１時間当たりの焼却量の規模によ

り異なります。ごみ焼却量が１時間当たり４トン以上の場合は０.０４、４トン未満２

トン以上の場合は０.０８となっております。 

 さらに詳しく言いますと、クリーンパーク折居の焼却能力は日量１１５トンであり、

２４時間で割り戻しますと約４.８トンとなり、これはクリーン２１の日量約２４０ト

ンと同様の０.０４と記載しておりました。先ほども言いましたが、今般再度確認いた

しましたところ、法規制値は１炉ごとに適用され、クリーンパーク折居は１１５トンで

すので、１炉にしますと５７.５になります。５７.５といいますと、それを２４時間で

割りますと、１時間当たり焼却規模は約２.４トンとなり、先ほどちょっとご説明しま

した４トン未満２トン以上の場合は０.０８ということで、０.０８ｇ／㎥Ｎが法規制値

となるものでございます。 

 今回の誤りは、より規制の厳しい値を適用したものでありますが、法令基準値の正し

い理解が欠けておりましたことには変わりなく、今後気をつけてまいります。まことに

申しわけございませんでした。 

 資料に戻っていただきまして、２ページ中段にあります（４）をご覧ください。 

 クリーンパーク折居の連絡協議会ですが、今年の３月２１日に第１回目の協議会を１

２自治会のうち１１名参加のもとに開催しました。主な質問としましては、施設運転時

の性能試験の結果を報告しましたが、その日の風向風速の結果を教えてほしい、新工場

で使われている断熱材はどのようなものか教えてもらいたい、また、住民に親しまれる

施設としてホームページ等で積極的に公表してはどうかなどの質問があり、意見もござ

いました。 

 最後に、２ページ後段の環境影響評価事後調査の記載ですが、実際に運転が開始され

ましたら、４つの調査項目におきまして１年間の環境測定等を実施し、その結果を当組

合、京都府、宇治市、城陽市の関係市にて住民の皆様が閲覧できるように縦覧すること

となっております。 

 以上、簡単ではございますが、１つ目のクリーンパーク折居の稼働状況についての説

明とさせていただきます。 

 またページをめくっていただきまして、３ページになるんですけども、大きな２つ目
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は、旧折居清掃工場の解体・跡地整備工事です。 

 （１）の工事概要ですが、工事期間は平成３０年４月から平成３２年３月末までの予

定です。主な内容としましては、旧折居工場の解体、車庫棟・ストックヤード棟・洗車

場の建設、駐車場拡張等の跡地工事です。 

 解体工事については、４ページ目をご覧ください。 

 １つ目は、上段に載っけていますダイオキシン類除染工事についての説明です。まず、

ダイオキシン類を含む粉じん等の飛散防止を行うため、工場棟・解体ヤードの密閉化養

生を行い、その後、除染を実施します。使った除染水は、仮設排水処理設備で処理し、

除染作業に再利用の上、最終的には汚泥とともに特別管理産業廃棄物として処分します。 

 高圧洗浄による除染例として図が描いておるんですが、保護具をつけて作業をしてい

る状況をイラストで描かせていただいております。 

 ２つ目、その下になるんですが、解体工事のうち、石綿含有建材撤去工事について説

明いたします。石綿含有建材のうち、非飛散性材料、例としてここに写真を載っけてい

るんですけれども、フレキシブルボード（天井ボード）、Ｐタイル（床タイル）、ダクト

パッキンを掲載させております。それらについては飛散抑制剤で湿潤化の上、バール等

で撤去します。 

 ５ページ目をご覧ください。 

 飛散性材料については、写真の配管保温材を示していますが、これについては、シー

ト等で養生の上、石綿を含んでいない箇所で切断、撤去いたします。真ん中の写真がそ

ういう例でございます。 

 資料３ページにお戻りください。 

 ページ真ん中に記載しております石綿含有建材等の除去について説明いたします。こ

れについては、昨年５月の環境省からの通知で、石綿含有仕上塗材については、石綿除

去の追加作業が必要となったものでございます。 

 塗材除去面積は約１万２,４００㎡、足場は期間延伸が約８,９００掛㎡、新設が約９,

８００掛㎡、工法は剥離剤併用手工具ケレン工法で、増額費用については現在精査中で

ございますが、このたびちょっと概算だけを言わせていただきますと、約３億から４億

ぐらいの増加を見込んでおります。石綿含有仕上塗材の除去作業が本格化するこの年末

までに、議会に予算等の提案をさせていただきたいと考えております。 

 工法につきましては、５ページ目をご覧ください。 

 ５ページの下の段になりますが、剥離剤併用手工具ケレン工法は、写真の石綿含有材、

塗材の撤去例のように、塗装面に剥離剤を塗り飛散防止を図った上で、へら等で手工具

でそぎ落とす工法です。 

 撤去した塗材等の全て石綿含有建材については、特別管理産業廃棄物として処分しま

す。 

 以上、簡単でございますが、クリーンパーク折居の稼働状況等についてのご報告とさ

せていただきます。 

 

○丸山久志委員長 以上で説明が終わりました。 

 それでは、質問をお受けいたします。質問はございませんか。 
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 渡辺委員。 

 

○渡辺俊三委員 １、２合わせて一緒でよろしいんですか。 

 

○丸山久志委員長 はい。 

 

○渡辺俊三委員 １番目ですけども、排ガス状況の中で、ダイオキシンとか水銀の、こち

らの表には載ってない。これの測定結果というのはないんでしょうか。 

 それと、２番目で、工事のことですが、ダイオキシンと石綿の対策の工事の説明があ

りましたけど、今、きのう見に行きましたら、もう重機でいろいろ壁を削ったりしてい

るんですけど、もうこの石綿とダイオキシンの施工、対策工事は済んで、やっておられ

るんでしょうか。そのあたり、２点お願いします。 

 

○丸山久志委員長 答弁願います。 

 福西施設部次長。 

 

○福西 博施設部次長 ダイオキシンと水銀の記載状況がないということですけども、

これにつきましては今後測定です。年１回測定ということで決まっておりますが、折居

につきましてはダイオキシンについては年２回、水銀については年４回測る予定として

います、これから測定するということでございまして、ここに載せている記載につきま

しては、大気汚染防止法に基づいた、リアルタイムでも載せている瞬時変わる数字でご

ざいます。 

 

○丸山久志委員長 田中担当課長。 

 

○田中真宏クリーンパーク折居担当課長 次に、解体工事の関係なんですけども、この

４月１日から新しい工場もできましたので、やっと旧工場について解体にかかるという

状況になっています。その中で、まず、ダイオキシン類なんですけど、これにつきまし

ては、旧工場の内部に主にありますので、それについては今後やる予定になっておりま

して、まだ着手できておりません。 

 あと、石綿の関係なんですけども、先ほどの写真にもありましたように、飛散しない

ものについてはその都度、中で順番に取っていって、管理棟とかそういうとこがありま

すので、それは撤去していくという状況です。それから、塗装の部分につきましては一

部先行してやらせてもらっている状況でして、現在の状況としましては、工場棟のプラ

ットホームを既にもう撤去しています。それから、管理棟の塗料については撤去してい

ます。現在、管理棟について取り壊しの方にかかっていっているという状況でございま

す。 

 以上です。 

 

○丸山久志委員長 福西次長。 
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○福西 博施設部次長 すいません、先ほどちょっと誤解を招く発言をさせていただい

た。ちょっと訂正させていただきますけども、ここに記載しています運転状況について

は、法に基づきまして環境測量士が測定した数値でございます。先ほどちょっと説明し

ましたこの数字が動くというのは、現在組合のホームページにも載っています数字で若

干違ってきますので、これはきっちりした測定方法で測定した測定値を記載していると

いうことでございますので、ちょっと誤解を招いたことはおわび申し上げます。 

 失礼します。 

 

○丸山久志委員長 ほかに。 

 渡辺委員。 

 

○渡辺俊三委員 追加でよろしいか。 

 

○丸山久志委員長 はい。 

 

○渡辺俊三委員 もう１点、先ほどクリーンパーク折居連絡協議会のことも説明あったん

ですけども、主な質問で、運転状況のリアルタイムの公表などについては要望があった

みたいです。これはもう要望に応えておられるということでしょうか。 

 

○丸山久志委員長 福西次長。 

 

○福西 博施設部次長 これについては、４月１日より当組合のホームページで掲載し

ております。掲載しておりますので、見れるような状態になっています。 

 

○丸山久志委員長 渡辺委員。 

 

○渡辺俊三委員 この要望をいただいてすぐ応えられたということやね。要望が出る前か

らもう用意してたということか。 

 

○丸山久志委員長 栗山部長。 

 

○栗山淳彦施設部長 当初からモニタリングするということで、リアルタイムに測定値

が見られるようにということで、準備の方はさせていただいておりました。４月２日か

らホームページ上でさせていただいていますので、またご覧いただきたいと思います。 

 

○渡辺俊三委員 見ましたので。 

 

○栗山淳彦施設部長 見られましたか。 

 

○渡辺俊三委員 ありがとうございます。 
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○丸山久志委員長 ほかに質問はございませんか。 

 池田委員。 

 

○池田輝彦委員 大きな項目２の解体の方ですけども、この解体工事で石綿除去に追加作

業が必要になったということですが、工期はもう今までどおりの工期で完了するという

ことになっております。作業が増えた分、手間が増えると思うんですけど、工期はもう

同じということは、これは簡単に言えば、石綿の除去は非常に重要な、周りの環境への

影響とか作業員への影響とかあると思うんですが、同じ期間内に終わらせてしまうとい

うのは工事が粗くならないのかなと心配するんですけれども、そのあたりは大丈夫でし

ょうか。 

 

○丸山久志委員長 田中課長。 

 

○田中真宏クリーンパーク折居担当課長 確かに最初から２カ年で解体工事するという

形になっています。新たに今おっしゃる塗材の撤去が増えた状況になっています。ただ、

その中で工期を工夫してやるとか、かぶらせるとかいう形でとか、あと、今いう塗料を

撤去する人を多く集めてなるべく短くするということで、全体としては現在では当初の

工期内でおさまるという予定でやっております。 

 以上です。 

 

○丸山久志委員長 池田委員。 

 

○池田輝彦委員 先ほども言いましたように、周りへの飛散とか作業員の健康等、十分に

注意していただきましてやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○丸山久志委員長 田島委員。 

 

○田島祥充委員 今の説明の中でクリーンパーク折居の地元雇用について伺いたいと思

うんですけども、今現在１２名の方が地元雇用されているということで、今後２２名と

いうことで先ほどご説明があったと思うんですけれども、何年をめどにその数字まで上

げていくのか考えておられるのか、それと、今その１２名の方というのはどういう方が

働いておられるのかなというのをお聞かせいただきたいんですけれども。 

 それと、維持管理状況の中で、４月と５月の搬入・処理量ということで上げていただ

いているんですけれども、４月に関してはそれほど実績と計画で差はないんですが、こ

れ、５月は２０日時点でということでなっていますけれども、その５月いっぱいで、じ

ゃ、実際その実績量と計画量というのはほぼ差異がなかったのかというのは、わかりま

したら教えていただきたいなと思います。 

 それともう１点、稼働開始からこれまでのこの間、特にクリーンパーク折居に関して
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何かトラブルというか、順調に運営がされているのかお聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○丸山久志委員長 福西次長。 

 

○福西 博施設部次長 まずは、城南環境テクノ、ＳＰＣさんの雇用状況は４６％、今

１２名なので、今後どのようになるかを含めてのご説明をさせていただきます。 

 まず、安心安全な運転が第一と考えておりまして、人数的には、最終的には先ほど言

いましたとおり８４％、約２２名を目指すことなんですけども、徐々に目指していきま

して、向こう側の技術提案では７年後に約２２名、８４％以上になるということですが、

こちらの方も安心安全な運転が第一と考えておりますので、急速に人数を増やして素人

さんを集めて運転したって困りますので、その方を育ててからやはり雇用していくとい

う形をとっていただきたいと思っておりますので、そういうことで徐々に増やしていた

だきたいということを考えております。 

 ２つ目の５月２０日時点の搬入・焼却量のことなんですが、今ちょっと５月が終わっ

たばかりで、精査してはっきりは言えないですけども、約計画どおり推移しているとい

うことでございます。 

 あと、３つ目のトラブルの件ですけども、さすがに４月動いたばかりで全くトラブル

がないということはございません。やはり多少いろんなトラブルがありまして、私ども、

モニタリングをしておりまして、その都度報告書が上がってきています。それについて

は私どもも、これについてはどうかという意見を聞いて、これはこうですよということ

で聞かせていただいて、そちらの方と調整をしていくという最中でございますので、小

さいトラブルも含めて何点かはございます。 

 以上でございます。 

 

○丸山久志委員長 田島委員。 

 

○田島祥充委員 ありがとうございます。今後７年後をめどにということで地元雇用の方

を２２人まで増やしていくということですけど、確かに安全な運営を、それは心がけて

やっていただくのが一番でありますし、地元にとっては地元雇用も非常に大事な話であ

りますので、それはしっかりと進めていっていただけたらなと思います。 

 あと、トラブルですけど、小さなトラブルがあるのかなと思いますけど、今後そうい

うこともだんだん減ってくる中で、大きなトラブルにつながらないようにしていただき

たいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

 

○丸山久志委員長 ほかに質問はございませんか。 

 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 私の方からも何点かお聞きしたいと思います。ちょっと先ほどの答弁で
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わかりにくいとこもあったので、整理してもらいたいんですけど。 

 まず、新折居の稼働状況で、最初に聞きたいのは、城南環境衛生組合の運営体制、９

名で嘱託も含むとおっしゃったんですけど、正規と嘱託で人数をそれぞれ教えてくださ

い。 

 それから、運転状況で排ガス状況の中で４項目の数値を測定されているということな

んですが、これについては毎日点検をしてホームページなりに公表をしているというこ

とでよかったのかどうか。 

 それから、年１回の測定とか言っていたのはダイオキシンのことでよかったのかどう

か。法に基づいてとかいうのがあったんですけど、ダイオキシンは年１回なのか。何か

４回とかいう言葉も出たりしていたんですけど、もう少しダイオキシンの測定のやり方

ですね。年何回やってどう公表していくのかということをちょっと改めてお聞かせくだ

さい。 

 それから、解体の方なんですが、今回アスベスト、石綿を含む建材があるということ

で、それについて費用も増額ということなんですが、アスベストはちょっと今、八幡市

でもいろんなところで見つかっていまして、環境省の基準もいろいろ厳しくなったりは

しているんですけども、レベル１、レベル２、レベル３とあると思いますが、もう少し

この解体でどこの部分がレベル１なのかとかレベル２なのか、３なのかということを教

えてください。 

 それと、この建設・解体一体となって日立造船ということでよかったかなと思うんで

すが、このアスベストの除去の分の工事はどこがやるのか。日立なのかどうかというこ

とを教えてください。 

 それと、３億から４億の増額とおっしゃっていたんですが、これについては負担はど

こがやるのか。日立なのか、発注者が全額負担ということになるのかなと思うんですが、

負担の関係を教えてください。 

 以上です。 

 

○丸山久志委員長 福西次長。 

 

○福西 博施設部次長 それでは、クリーンパークの稼働状況の方から説明させていた

だきます。 

 １つ目の質問として職員体制の件ですが、一応９名ということですが、その中身です

が、管理係が正規職員５名でございます。整備係が正規職員３名、嘱託職員１名の４名

で構成していまして、それで計９名ということでございます。 

 排ガス状況の件ですが、ここの記載しているところは環境測量士が測定した項目でご

ざいますが、日常載せているのは、ホームページで載せているリアルタイムの運転状況

ですが、これはその都度更新されます。つまり言うと２秒ごとに更新された数値を載っ

けていますので、常に変化していくということで、現在の焼却の状況がそのとおり出て

いるということでございます。 

 ３番目につきましては、先ほどちょっと説明の方がややこしくて申しわけございませ

んでしたけども、ダイオキシンと水銀のことについてはもう一度詳しく説明させていた
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だきます。ダイオキシンについては年２回の測定としております。水銀については法的

いたします６カ月に１回測定するということになっておりますので、そういうことでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 申しわけない、もう１つ追加させて、すいません。先ほど言ったここに記載していま

す運転状況の排ガス状況ですが、この４項目につきましては２カ月に１回の測定となっ

ておりますので、これについては５月７日に測定した期日をここで記載しております。 

 以上でございます。 

 

○丸山久志委員長 田中課長。 

 

○田中真宏クリーンパーク折居担当課長 では、次に、解体工事の関係で回答いたしま

す。 

 まず、アスベストの関係なんですけど、先ほど説明したように、塗料の関係もあるん

ですが、もともと例えば先ほど写真を見てもらったら結構なんですけど、天井のボード

とか床の材料とか、そこにもそういうアスベストを含んだ材料がありますので、それは

わかっておりましたので、もともと解体工事の中でそういうアスベストを含んだ材料の

撤去というのは入っております。その中で、昨年の５月の通知で、壁とかの塗料の中に

石綿が新たに入っているやつについては、ちゃんと対策をしてやってくださいよという

通知が出たということになっております。そのレベルについては基本的にはレベル３と

いう形で考えております。 

 なお、塗料の撤去についてはいろいろ工法があるんですけども、その中でも空中に飛

ばない工法というのが先ほど説明しました剥離剤併用の手工具ケレン工法という形に

なっておりますので、そういう飛ばないという形のものでございます。 

 あと、その工事をするのは、当初、新しい工事の建設、それから解体工事も含めて発

注しておりますので、引き続き日立造船さんが元請としてやっておられるという状況で

す。なお、実際のところは、下請さんの中でそういう工事をやってもらっているという

形になっております。 

 それから、先ほどの増額費用の負担はという形で言われたと思うんですけども、リス

ク管理の中、新しい追加工事については組合が負担するという形になっておりますので、

組合が負担するという形になります。 

 以上です。 

 

○丸山久志委員長 福西次長。 

 

○福西 博施設部次長 すいません、ちょっともう少し、先ほどのばいじんと硫黄酸化

物と窒素酸化物と塩化水素ですね。ここに載っけています測定方法の回数ですが、２カ

月に１回というのは私ども独自でやっていることでございまして、法的には年２回以上

やればいいということでございますので、ちょっと訂正させていただきます。 

 



12 

○丸山久志委員長 ほかに質問はございませんか。 

 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 運営体制は、じゃ、管理の方で正規を５名雇用していて、あとは整備と

かの関係で３人と１人の４人ということでいいんですね。 

 それと、運転状況も、法で定められているよりかは回数を多く測定しているというこ

とで、わかりました。 

 ホームページに載せているのは２秒ごとにというのは、それは２カ月に１回の測定だ

けどホームページは２秒ごとにリアルタイムって、ちょっとその関連をもう少し教えて

ほしいのと、あと、クリーンパーク折居連絡協議会を３月２１日にされたときに、組合

側からの説明で何か騒音が測定の部分を説明されたら、ちょっと高かったということで

心配をされているという声を聞いているんですけども、騒音状況というのはこの資料に

もないんですけどね。そのあたりはどんなふうに。測定値、電光掲示板のとこでありま

すよね、近くのとこに。あれは工事だけやったんですか。ふだんの処理のときの騒音な

んかも測定されているのか、ちょっと騒音の関係でもう少し具体的に教えてください。 

 あと、解体のとこなんですけども、３億から４億の増加の分は、じゃ、レベル３のア

スベストの塗料を含む成形板のレベル３の増加ということでいいんですか。それ以外の

ところはもうあるのがわかっていたからもともとの契約の中に入っていて、新たな基準

でレベル３までということになりましたよね。その分の増加ということで理解をしたら

いいのかどうかを教えてください。組合が負担するということで。 

 以上です。 

 

○丸山久志委員長 栗山部長。 

 

○栗山淳彦施設部長 ちょっと私の方から、排ガス等のちょっとわかりにくかった説明

になりましたので、改めてご説明したいと思います。記載させていただいているのは、

法に基づいてちゃんと環境計量士が測定した値であります。ホームページで掲載されて

いるリアルタイムというのは、工場内で自動計測している値が毎回表示されているとい

うところであります。 

 日々その維持管理をしていくために工場運転には維持管理するための基準値があり

まして、それを遵守するために日々工場内で自動計測をし、その値を見て適正な運転管

理をしているというところであります。 

 

○丸山久志委員長 福西次長。 

 

○福西 博施設部次長 先ほど騒音につきましてのご説明をさせていただいて、協議会

では高いという質問でございましたが、私どもにつきましては、これ、５０デシベルと

いうことで、大都会の中心部で定められている基準、一番厳しい基準が５０だというこ

とでございまして、今、折居工場が建っているのは規定外ということで、どれだけ抑え

ろという基準がございません中で、一番厳しい基準を設けましてやっておりまして、そ



13 

の数字が性能検査の試験では４７ということになりましたので、５０に対して４７はち

ょっと近いではないかということでございましたが、この基準は一番厳しい基準をとっ

ているということでございます。 

 以上でございます。 

 

○丸山久志委員長 田中課長。 

 

○田中真宏クリーンパーク折居担当課長 解体の話を回答します。レベルがどうという

話もございましたが、新たに塗料を撤去するやつが追加になってます。ですから、追加

の工事ということで額が増えると、そういう形でご理解願う方が、レベルが１だろうが

３だろうが額が増えるのは増えるんですけど、それよりも、新たなそういう通知が出た

ので、それに基づいて工事をしなければならないという形でご理解を願いたいと思って

おります。 

 それと、さっきの騒音の話なんですけど、周り４カ所を試運転しているときに測って

おります。先ほど言うた４７という数字なんですけども、工場を動かして４７です。工

場を何も動かさない時、暗騒音というんですけど、そのときでも４５あるんです。実は

その場所が、工場でいうたら一番工場の山側のところではかっておりまして、実はその

後ろに要は立場林道、道路が通っている。その騒音をおそらく拾っているので、もとも

と暗騒音が高いという形ですので、工場だけでいくと２デシベルしか上がってないとい

うことでございます。 

 以上です。 

 

○丸山久志委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 大体わかりました。じゃ、クリーンパーク折居連絡協議会の方ではそう

いう説明をして、住民の皆さんは納得されているということで理解させてもらったらい

いんですね。 

 次は６月下旬ということで、これ、大体年何回ぐらい集まる予定なのかだけ教えてく

ださい。 

 解体工事の方もわかりました。 

 

○丸山久志委員長 福西次長。 

 

○福西 博施設部次長 クリーンパーク折居の連絡協議会ですけども、年２回を考えて

おります。 

 以上です。 

 

○丸山久志委員長 ほかに質問はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○丸山久志委員長 質問がないようですので、以上をもちまして本日の議題は終了しま

した。 

 なお、本日の委員会の発言につきましては、速記録を点検し、不適切な発言等があり

ました場合は委員長において精査いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 これをもって、廃棄物処理（ごみ・し尿）常任委員会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

 

午後２時３４分閉会 


